
証券コード　7515
2020年５月12日

株 主 各 位

香川県高松市国分寺町国分367番地１

代 表 取 締 役 社 長 佐 竹 克 彦

第60期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、当社第60期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使するこ

とができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くだ

さいまして、同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示い

ただき、2020年５月27日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送

くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　　時 2020年５月28日（木曜日）午前10時

２．場　　　所 香川県高松市国分寺町新名430番地

高松国分寺ホール

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださ

い。）

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。
 

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に

修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

http://ww2.maruyoshi-center.co.jp/）に掲載させていただきます。

◎当日は節電への取組みとして、株主の皆様におかれましては、軽装にてご出席

くださいますようお願い申しあげます。
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３．目 的 事 項

報 告 事 項
 

１．第60期（2019年３月１日から2020年２月29日ま

で）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人

および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 

２．第60期（2019年３月１日から2020年２月29日ま

で）計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 監査役１名選任の件

以　上
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提供書面

第60期(2019年３月１日から
2020年２月29日まで)事業報告

１．企業集団の現況

(1) 事業の経過及びその成果

①　事業の状況

　当連結会計年度（2019年３月１日～2020年２月29日）における

わが国の経済は、雇用環境や企業収益の改善を背景に、緩やかな

景気回復基調でしたが、消費税増税後の実質ＧＤＰは前年比マイ

ナスとなりました。

　また、世界経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行

も加わり、景気の先行きは不透明な状況が継続しております。

　小売業界におきましては、競合他社の出店や価格競争が一層激

化しているとともに、困窮する労働力の確保に加え人件費関連コ

ストの増加、また、企業の統合・業界再編への動きがさらに強ま

っており、業界を取り巻く環境は引き続き厳しさを増しておりま

す。

　このような状況のもと、当社は基本方針を「マルヨシセンター

らしさの実現」として、経営理念である「健康とおいしさ」をキ

ーワードに当社独自の健康志向商品や味・品質にこだわった商品

（日配・惣菜）を開発するとともに、即食ニーズの高まりに対応

する簡便商品の導入、外食市場の取り込みを狙ったこだわり惣菜

の開発を行っております。また、「挨拶」「サービス」「鮮度管

理・クリンリネス」「品切れさせない」を行動の基本とし地域の

お客様に喜んでいただけるように取り組んでおります。

　一方、当社商圏内への競合店出店が相次ぎ、業績への影響が拡

大していることから、当社は効率化を目的とした企業体質の改善

に着手いたしており、人件費削減を目的としたセミセルフレジの

全店導入を行いました。また、不採算店舗の山越店(愛媛県松山
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市)を2019年３月に閉店いたしました。さらに、商圏内シェアの拡

大が難しい中、品揃えを見直すことにより売上総利益の改善を進

めております。

　また、縮小する商圏や異業種間の競争に対応するため、店舗規

模の縮小化を図り、地域や店舗の特性に合った商品を選択し集中

的に品揃えすることで、競合他社との更なる差別化を進めており、

新たにグランデリーズ昭和町店(香川県高松市)を2019年３月に出

店いたしました。

　当社は、2019年11月12日に株式会社イズミと資本業務提携契約

を締結いたしました。これにより、商品仕入れの見直しや共同仕

入れによるスケールメリットの拡充等を図ることで、お客様に良

質な商品をさらにお求め易い価格で提供できるように努めてまい

ります。

　このような取り組みの結果、当連結会計年度の売上高は、379億

45百万円（前期比2.2％減）、営業利益は２億24百万円（前期比

0.2％減）、経常利益は１億78百万円（前期比5.9％増）、親会社

株主に帰属する当期純利益は１億40百万円（前期は５億25百万円

の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

企業集団の事業別売上状況

売 上 高
（百万円）

構 成 比 率
（％）

前期比増減率
（％）

食 品 35,529 93.7 △2.0

雑 貨 2,173 5.7 △5.3

衣 料 154 0.4 △11.1

小 売 事 業 37,856 99.8 △2.2

そ の 他 89 0.2 3.3

計 37,945 100.0 △2.2
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②　設備投資の状況

　当連結会計年度中に行った設備投資総額は、８億45百万円であ

りますが、この資金については一部を借入金で充当いたしました。

（小売事業）

当連結会計年度中の主な出店

2019年３月　グランデリーズ昭和町店　香川県高松市　１億94百万円

③　資金調達の状況

　当連結会計年度中において、事業資金に充当するために金融機

関から26億50百万円の資金調達を行いました。

④　対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、当社を取り巻く外部環境はなお

厳しく、人口減少や可処分所得の縮小、節約志向などにより個人

消費の伸び悩み、2019年10月の消費税率の引き上げ、また、新型

コロナウイルス感染症の流行も加わり引き続き予断を許さない状

況であります。

　このような環境のもと、当社は「健康とおいしさ」の経営理念

に基づき、顧客にライフスタイル提案のできる店舗を構築すると

ともに、グランデリーズモデルの中小型店の確立を進めてまいり

ます。

　その他、消費者の食の安全や健康に対する関心に対応するため、

自社製造商品の開発強化や品質にこだわった商品仕入等、価値あ

る商品の開発と提供も引き続き行ってまいります。

　一方、新型コロナウイルス感染拡大予防措置として、店舗での

防疫対策を強化してまいります。

　また、感染拡大に対応する緊急事態宣言に伴う外出自粛要請、

小中高校の休校、各業種への休業要請等が長期化した場合の生活

習慣の変化やニーズの変化に対応した品揃えや販売方法の適応も

進めてまいります。
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(2) 財産及び損益の状況の推移
（単位：百万円）

第57期
2016年度

第58期
2017年度

第59期
2018年度

第60期
(当連結会計年度)

2019年度

売 上 高 40,410 39,265 38,795 37,945

経 常 利 益 424 304 168 178

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期純利益又は親会社株主
に帰属する当期純損失(△)

159 △139 △525 140

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

211円88銭 △185円45銭 △698円29銭 177円58銭

純 資 産 2,160 2,000 1,468 2,052

総 資 産 17,959 17,222 17,082 17,666

（注）　当社は、2018年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を

行っております。これに伴い、第57期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）を算定しております。
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(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金(百万円)
議決権比率
（％）

主 な 事 業 内 容

株 式 会 社 フ レ ッ シ ュ デ ポ 50 100.0 食 品 製 造 業

株 式 会 社 レ ッ ク ス 360 70.0 物流センター運営業

(4) 主要な事業内容（2020年２月29日現在）

　当社グループは、子会社２社、関連会社１社で構成され、小売事

業等の事業活動を展開しております。

(5) 主要な事業所（2020年２月29日現在）

本　　社 香川県高松市国分寺町国分367番地１

本　　部 香川県高松市国分寺町国分367番地１

小売事業 当社スーパーマーケット店舗　マルヨシセンタ

ー茜町店他香川県、徳島県、愛媛県、兵庫県に

36店舗

当社加工センター等　生鮮加工センター他香川

県に１ヵ所

製造センター（㈱フレッシュデポ　香川県）

物流センター（㈱レックス　香川県）

そ の 他 当社レストラン店舗　ミケイラ香川県に１店舗

モーターボートの販売・保管業（㈱高松マリー

ナー　香川県）
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(6) 従業員の状況（2020年２月29日現在）

①　企業集団の従業員の状況

事 業 セ グ メ ン ト 従業員数（名） 前期末比増減（名）

小 売 事 業 512 △11

そ の 他 3 -

合 計 515 △11

（注）　上記従業員には、パートタイマーの人数は含まれておりません。なお、パートタ

イマーの期中平均人員（１日８時間換算）は1,410名であります。

②　当社の従業員の状況

区 分
従 業 員 数（名）

平 均 年 齢 平均勤続年数
当 期 末 前期末比増減

男 子 358 △8 42歳９ヵ月 16年１ヵ月

女 子 85 2 38歳２ヵ月 12年８ヵ月

合 計 又 は 平 均 443 △6 41歳11ヵ月 15年５ヵ月

（注）　上記従業員には、パートタイマーの人数は含まれておりません。なお、パートタ

イマーの期中平均人員（１日８時間換算）は1,182名であります。

(7) 主要な借入先（2020年２月29日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高 （ 百 万 円 ）

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 2,564

株 式 会 社 阿 波 銀 行 1,548

株 式 会 社 中 国 銀 行 790

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 696

株 式 会 社 四 国 銀 行 661

株 式 会 社 高 知 銀 行 629
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２．会社の株式に関する事項（2020年２月29日現在）

(1) 発行済株式の総数 934,999株

(2) 株主数 456名

(3) 上位10名の株主

株 主 名 持 株
 

数（株） 持株比率（％）

株 式 会 社 イ ズ ミ 185,200 19.81

佐 竹 睦 子 92,500 9.89

マルヨシセンター取引先持株会 72,300 7.73

有 限 会 社 佐 竹 興 産 49,900 5.34

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 37,900 4.05

株 式 会 社 阿 波 銀 行 37,900 4.05

マルヨシセンター従業員持株会 27,939 2.99

佐 竹 克 彦 26,000 2.78

ロ ー ジ ー 　 　 美 　 　 佳 17,000 1.82

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 12,700 1.36

（注）１．持株比率は自己株式（63株）を控除して計算しております。

　　　２．損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、2020年４月１日に会社名を損害保険ジ

ャパン株式会社に変更いたしました。

３．会社の新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

佐 竹 克 彦 代 表 取 締 役 社 長

伊 東 栄 治 取締役副社長　経営改革本部長

加 藤 宏 道 取締役副社長　マーケティング本部長

小 笠 原 　 將 　 仁 取 締 役 　 管 理 本 部 長

大 下 秀 樹 取 締 役
公認会計士大下秀樹事務所所長
税理士法人大下会計社員

多 田 好 克 常 任 監 査 役

五 十 嵐 　 正 　 昭 監 査 役

川 東 祥 次 監 査 役 川東法律事務所所長

（注）１．取締役の大下秀樹は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．取締役の大下秀樹は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。

３．常任監査役の多田好克は、監査役就任前の26年間当社の経理業務を担当してお

り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．監査役の五十嵐正昭及び川東祥次は、会社法第２条第16号に定める社外監査役

であります。

５．監査役の川東祥次は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知

見を有するものであります。

６．当社は、取締役の大下秀樹及び監査役の五十嵐正昭を株式会社東京証券取引所

に対して独立役員として届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び各監査役は会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ております。

　同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任

限度額であります。
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(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 ５名 86,276千円

監査役 ３名 14,124千円

合　計 ８名 100,401千円（うち社外役員３名　10,089千円）

（注）報酬等の額には当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額6,000千円（取

締役5,600千円、監査役400千円）を含めております。

(4) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との

関係

　社外取締役の大下秀樹は、税理士法人大下会計の社員でありま

す。当社は、同法人との間で税理士顧問契約を締結しております。

②　当期における主な活動状況等

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役 大 下 秀 樹
当期開催の取締役会14回のうち全てに出席し、主に公
認会計士としての専門的見地からの発言を行っており
ます。

社外監査役 五十嵐　正　昭
当期開催の取締役会14回のうち12回、また、当期開催
の監査役会14回のうち12回に出席し、発言を適宜行っ
ております。

社外監査役 川 東 祥 次
当期開催の取締役会14回のうち13回、また、当期開催
の監査役会14回のうち13回に出席し、主に弁護士とし
ての専門的見地からの発言を行っております。
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５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称　　　太陽有限責任監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任

限度額であります。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①　公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

18,500千円

②　当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額 18,500千円
 

（注）１．当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融

商品取引法に基づく監査の報酬等の額は区分しておらず、実質的にも

区分ができないため、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。
 

２．監査役会は、会計監査人の監査の実施状況、監査計画及び報酬見積り

の相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額につい

て同意をしております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項に定められている解

任事由に該当する状況にあり改善の見込みがないと判断した場合、

監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任する方針

です。

　また、そのほか会計監査人の職務を適切に遂行することが困難で

あると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計

監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株

主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再

任しないことに関する議案の内容を決定いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制

①　法令遵守の方針に基づき、関連する社内規程等を整備し、コン

プライアンス重視のための経営指針「コンプライアンス行動基

準」を制定している。また、取締役及び執行役員は、自ら率先し

てこれらを遵守するとともに、使用人への周知徹底を図り、一層

のコンプライアンス重視の企業風土を培う。

②　取締役の職務執行に係る内部統制については、監査役の監視機

能の実効性向上に努め、使用人の業務執行の内部統制については

監査室の監査業務の一環として行う。また、監査役と監査室は連

携を緊密にする。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報・文章等については、法令及び当

社の社内規程に基づき、適切に保存・管理し、取締役、監査役及

び社内の権限に応じた者が、閲覧できるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　事業等のリスクを適切に管理するためリスク管理規程を制定し、

経営会議の下に「リスク管理委員会」を設置し、各部門のリスク

管理の推進と経営が管理すべき“重要なリスク”の決定とリスク

の発生に対処する体制作りを行う。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制

①　毎月１回開催する定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役

会を適宜開催する。
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②　業務執行のための意思決定をより機動的に行うために、毎週１

回全社的な課題を討議する経営会議を開催するほか、特定の範囲

の重要事項については開発会議等を会議規程に基づき開催して取

締役会への付議事項を効率的に決定する。

③　執行役員制度を導入しており、取締役会の決議により使用人の

中から執行役員を選任し、取締役会の意思決定の機動性を高める

とともに業務執行の効率化を図る。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

①　子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への

報告に関する体制

　関係会社管理規程に基づき、案件の重要度に応じ承認又は報告

体制をとる。

②　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　子会社の事業等のリスクを適切に管理するため、リスク管理規

程を制定し親会社と合同の「リスク管理委員会」を設置し、リス

クの発生に対処する体制作りを行う。

③　子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制

　子会社の職務権限規程を整備し意思決定を効率的に行うほか、

当社グループ共通のイントラ環境を活かし、情報の共有に努める。

④　子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制

　親会社と同様の「コンプライアンス行動基準」を制定し、子会

社の取締役は親会社のコンプライアンス委員会に出席する。また、

親会社の通報制度に子会社も含める。
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⑤　その他業務の適正を確保するための体制

　当社は、子会社の自主性、独立性を尊重しつつ、その事業運営

に対し、支援をするとともに経営全般に対する管理を行う。

(6) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に

関する事項

　監査役が必要とした場合、その要請により監査役の職務を補助

する使用人を置くものとする。なお、監査を補助する使用人は業

務執行に係る役職を兼務せず、またこの補助者の人事異動、人事

考課、懲罰については、監査役会の意見を尊重する。

(7) 監査役を補助すべき使用人への指示の実効性の確保に関する体制

　監査役の要請により監査役の職務を補助する使用人を置く場合

は、監査役の指揮命令に従う旨社内規程を整備し、取締役、使用

人に周知徹底する。

(8) 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が監査役

に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

①　当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、業

務執行に関してコンプライアンスに抵触する事実を知ったときに

は、直ちに監査役に報告することを義務付ける。

②　監査役はいつでも、稟議書や経営会議等各種会議の議事録及び

資料を閲覧できるとともに、当社及び子会社の取締役及び使用人

並びに子会社監査役に報告を求めることができる。
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(9) 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が、監査

役に報告したことによる不利な取り扱いを受けないことを確保する

ための体制

　監査役に報告したことを理由とする不利益処分及びその他の不

当な扱いを禁止するとともに、子会社にもその徹底を図る。

(10) 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きそ

の他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方

針に関する事項

　監査役の職務の執行について支出する費用は、当該監査役の職

務執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに処理を

する。また、監査役の職務の執行により生ずる費用は、一定の予

算措置を講ずる。

(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

　取締役及び使用人は、監査役の要請事項に対し、積極的に協力

することを義務付けるとともに、監査役は必要に応じて、会計監

査人、弁護士など各分野の専門家を活用できるものとする。

(12) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当事業年度における当該体制の主な運用状況は、以下のとおり

であります。

①　代表取締役社長、取締役副社長２名、取締役、常勤の監査役、

監査室長のほか重要な事業部門のマネジャー等が出席して、「コ

ンプライアンス委員会」を開催いたしました。当該委員会にお

いて、コンプライアンス行動基準の見直し、前事業年度に発生

した事故内容及び処置の報告、行政調査に関する報告、法改正

への対応等の報告等を行いました。また、内部通報制度による

通報内容の報告も行いました。
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②　取締役会は、当事業年度において14回開催され、法令又は定

款に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うととも

に、取締役の業務執行状況等の監督を行いました。また、毎週

月曜日には、当社取締役全員、子会社代表取締役社長及び常勤

の監査役が出席して経営会議を開催しているほか、当社取締役、

執行役員が出席しての業務執行会議を行い、経営方針、営業戦

略、人事戦略等の重要事項について審議し、職務執行の効率性

を確保しております。

③　当社子会社につきましては、当社取締役が複数名子会社の取

締役を兼務し、子会社の取締役会に出席するほか、100％子会社

の代表取締役社長が出席する当社経営会議において、子会社の

重要な案件について協議、承認を行っております。また、当社

規程に基づき、経営戦略室が子会社の管理体制を整備し、統括

しております。

④　監査役会は、当事業年度において14回開催され、各監査役は、

監査に関する重要な事項について協議、決議を行っております。

　また、常勤の監査役は、取締役会、経営会議のほか、経営戦

略会議、コンプライアンス委員会などの重要会議への出席及び

稟議書などの閲覧により、監査の実効性の確保を図っておりま

す。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年２月29日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

3,576,698

1,719,143

357,144

1,330,926

169,483

14,083,996

11,808,486

4,179,849

270,602

389,600

6,700,795

266,704

934

535,381

1,740,128

237,027

568,580

900,559

64,960

△31,000

6,114

6,114

流 動 負 債 7,152,160

買 掛 金 3,303,415

１年内償還予定の社債 138,000

１年内返済長期借入金 2,325,153

未 払 法 人 税 等 55,393

賞 与 引 当 金 116,896

ポ イ ン ト 引 当 金 31,469

そ の 他 1,181,834

固 定 負 債 8,461,812

社 債 529,000

長 期 借 入 金 6,315,346

リ ー ス 債 務 247,053

退職給付に係る負債 1,111,618

役員退職慰労引当金 73,300

資 産 除 去 債 務 107,493

そ の 他 78,000

負 債 合 計 15,613,973

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,934,605

資 本 金 1,077,998

資 本 剰 余 金 514,827

利 益 剰 余 金 366,522

自 己 株 式 △24,743

その他の包括利益累計額 △32,858

その他有価証券評価差額金 △33,555

退職給付に係る調整累計額 696

非支配株主持分 151,089

純 資 産 合 計 2,052,836

資 産 合 計 17,666,809 負債及び純資産合計 17,666,809
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連 結 損 益 計 算 書

(自　2019年３月１日
至　2020年２月29日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 37,945,641

売 上 原 価 28,521,742

売 上 総 利 益 9,423,898

そ の 他 営 業 収 入 1,270,470

営 業 総 利 益 10,694,368

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,469,968

営 業 利 益 224,399

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,457

受 取 手 数 料 6,072

未 回 収 商 品 券 受 入 益 3,764

リ サ イ ク ル 材 売 却 益 11,676

そ の 他 12,587 41,558

営 業 外 費 用

支 払 利 息 78,697

そ の 他 8,384 87,082

経 常 利 益 178,875

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 172,778

そ の 他 7,210 179,989

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,697

減 損 損 失 100,480

投 資 有 価 証 券 評 価 損 965 104,143

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 254,721

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 38,510

法 人 税 等 調 整 額 63,138 101,648

当 期 純 利 益 153,073

非支配株主に帰属する当期純利益 13,067

親会社株主に帰属する当期純利益 140,005
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連結株主資本等変動計算書

(自　2019年３月１日
至　2020年２月29日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,077,998 813,528 △34,734 △514,512 1,342,279

連結会計年度中の変動額

資本剰余金から利益剰余金への振替 △261,251 261,251 －

親会社株主に帰属する当期純利益 140,005 140,005

第三者割当増資による新株
の発行及び自己株式の処分

△37,449 489,769 452,320

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － △298,701 401,257 489,769 592,325

当 期 末 残 高 1,077,998 514,827 366,522 △24,743 1,934,605

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 15,357 △27,042 △11,685 138,169 1,468,764

連結会計年度中の変動額

資本剰余金から利益剰余金への振替 －

親会社株主に帰属する当期純利益 140,005

第三者割当増資による新株
の発行及び自己株式の処分

452,320

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

△48,912 27,739 △21,173 12,920 △8,253

連結会計年度中の変動額合計 △48,912 27,739 △21,173 12,920 584,072

当 期 末 残 高 △33,555 696 △32,858 151,089 2,052,836
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連　結　注　記　表
〔連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記〕

１．連結の範囲に関する事項

連 結 子 会 社 ２社　㈱フレッシュデポ、㈱レックス

２．持分法の適用に関する事項

持分法非適用関連会社　　１社　㈱高松マリーナー

　持分法非適用関連会社は連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用せず、原価法により評価してお

ります。

３．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有 価 証 券

その他有価証券

時価のあるもの…　期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの…　移動平均法による原価法

た な 卸 資 産 … 主として、売価還元法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採

用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 主として、定額法によっております。

（リース資産を除く）

無形固定資産 … 定額法

（リース資産を除く）

リ ー ス 資 産 … リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 … 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

賞 与 引 当 金 … 従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当連

結会計年度対応額を計上しております。

ポイント引当金 … 顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備え

るため、当連結会計年度末において将来使用されると見

込まれる額を計上しております。

役員退職慰労引当金…　役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく当連結会計年度の期末要支給額を計上しております。
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４．退職給付に係る会計処理の方法

(1) 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

(2) 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（８年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することとしております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ

の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

５．その他連結計算書類作成のための重要な事項

(1）繰延資産の処理方法

社 債 発 行 費 … 社債の償還期間にわたり利息法により償却しておりま

す。

(2）のれんの償却に関する事項

のれんの償却は11年間で均等償却を行っております。

(3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理方法は税抜方式を採用しております。

(4）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

(表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２

月16日）等を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の

区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

〔連結貸借対照表に関する注記〕

１．担保提供資産及び対応債務

担 保 提 供 資 産

建 物 及 び 構 築 物 1,980,799千円

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 4,665千円

土 地 5,366,508千円

投 資 有 価 証 券 143,315千円

投資その他の資産その他 1,500千円

計 7,496,789千円

担保資産に対応する債務

１年内返済長期借入金 1,263,114千円

長 期 借 入 金 3,916,525千円

買 掛 金 6,864千円

流 動 負 債 そ の 他 555千円

計 5,187,059千円
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　上記のほか、商品券の発行に関連し「資金決済に関する法律」に基づき、現金60,000

千円、投資有価証券30,027千円を供託しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 17,166,046千円

３．保 証 債 務

　西淡まちつくり㈱の中小企業高度化資金借入に係る当社元取締役の兵庫県への連

帯保証について再保証をしております。

当社　元代表取締役　　佐竹　文彰 204,160千円

（注）　当社元代表取締役佐竹文彰は2015年12月４日に逝去しましたが、当該保証

債務についての手続きは行われておりません。保証が発生した場合、当社

が再保証を行います。

〔連結株主資本等変動計算書に関する注記〕

１．連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普　通　株　式 934,999株

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年

度となるもの

決 議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2020年５月28日
定 時 株 主 総 会

普通株式 28,048 30.0 2020年２月29日 2020年５月29日

〔金融商品に関する注記〕

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、社債及び銀行等金

融機関からの借入により資金を調達しております。

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。投資有価証券

は、主に商品券の供託目的の国債及び業務上の関係を有する企業の株式であります。

これらの株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、定期的に時価を取

締役会に報告しております。差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約に基づく保証金の

預託であり、差入先の信用リスクにさらされております。当該リスクについては、差

入先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。
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　営業債務である買掛金は、２ヶ月以内の支払期日となっております。社債及び借入

金は、年度資金と設備投資を目的とした資金で、返済期限は最長11年であります。こ

のうち一部は、金利の変動リスクにさらされております。

２．金融商品の時価等に関する事項

　2020年２月29日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこ

れらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困

難と認められるものは含まれておりません。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現 金 及 び 預 金 1,719,143 1,719,143 －

(2) 売 掛 金 357,144 357,144 －

(3) 有価証券及び投資有価証券 257,527 257,527 －

(4) 差 入 保 証 金 ※ 555,269 550,421 △4,848

資 産 計 2,889,086 2,884,237 △4,848

(1) 買 掛 金 3,303,415 3,303,415 －

(2) 未 払 法 人 税 等 55,393 55,393 －

(3) 社債（１年内償還予定の社債を含む） 667,000 669,529 2,529

(4) 長期借入金(1年内返済長期借入金を含む) 8,640,499 8,645,338 4,839

負 債 計 12,666,307 12,673,676 7,369

※差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券取引に関する事項

資産

(1）現金及び預金並びに(2）売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

(3）有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所

の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(4）差入保証金

当社では、差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国

債の利回りなど適切な指標により割り引いた現在価値により算定しており

ます。

また、貸倒懸念債権については、回収見込額により時価を算定しておりま

す。
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負債

(1）買掛金並びに(2）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

(3）社債並びに(4）長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規資金調達を行った

場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区 分 連結貸借対照表計上額

非 上 場 株 式 9,527

差 入 保 証 金 316,289

（非上場株式）

　これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、「(3）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

（差入保証金）

　差入保証金の一部においては、返還時期の見積りができず時価を把握するこ

とが極めて困難と認められることから、「(4）差入保証金」には含めておりま

せん。

〔１株当たり情報に関する注記〕

１．１株当たり純資産額 2,048円51銭

２．１株当たり当期純利益 177円58銭
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貸　借　対　照　表

（2020年２月29日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

前 払 費 用

未 収 入 金

その他の流動資産

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他 の 投 資 等

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

3,238,761

1,367,781

323,824

1,288,344

86,964

129,850

41,996

13,665,508

10,999,815

3,707,402

194,948

65,854

166

358,009

6,405,795

266,704

934

492,584

234,676

108,823

135,826

13,257

2,173,108

226,941

487,900

1,640

8,687

15,958

539,351

895,993

27,635

△31,000

6,114

6,114

流 動 負 債 7,049,946

買 掛 金 3,497,186

１年内償還予定の社債 138,000

１年内返済長期借入金 2,200,039

リ ー ス 債 務 90,946

未 払 金 516,744

未 払 費 用 149,688

未 払 法 人 税 等 53,740

前 受 金 81,843

預 り 金 94,891

賞 与 引 当 金 102,000

ポ イ ン ト 引 当 金 31,469

その他の流動負債 93,395

固 定 負 債 8,182,662

社 債 529,000

長 期 借 入 金 6,109,677

リ ー ス 債 務 247,053

退 職 給 付 引 当 金 1,067,537

役員退職慰労引当金 43,900

資 産 除 去 債 務 107,493

預 り 保 証 金 78,000

負 債 合 計 15,232,609

純 資 産 の 部
株 主 資 本 1,711,048

資 本 金 1,077,998

資 本 剰 余 金 514,827

その他資本剰余金 514,827

利 益 剰 余 金 118,488

繰越利益剰余金 118,488

自 己 株 式 △265

評価・換算差額等 △33,272

その他有価証券評価差額金 △33,272

純 資 産 合 計 1,677,776

資 産 合 計 16,910,385 負債及び純資産合計 16,910,385
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損　益　計　算　書

(自　2019年３月１日
至　2020年２月29日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 37,882,804

売 上 原 価 28,627,048

売 上 総 利 益 9,255,756

そ の 他 営 業 収 入 594,816

営 業 総 利 益 9,850,572

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,673,167

営 業 利 益 177,405

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,345

受 取 保 険 金 4,859

受 取 手 数 料 6,072

未 回 収 商 品 券 受 入 益 3,764

リ サ イ ク ル 材 売 却 益 8,668

そ の 他 5,233 35,942

営 業 外 費 用

支 払 利 息 75,933

そ の 他 8,313 84,247

経 常 利 益 129,101

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 172,778

資 産 除 去 債 務 戻 入 益 7,210 179,989

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,516

減 損 損 失 100,480

そ の 他 965 103,962

税 引 前 当 期 純 利 益 205,127

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 24,004

法 人 税 等 調 整 額 62,634 86,639

当 期 純 利 益 118,488
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株主資本等変動計算書

(自　2019年３月１日
至　2020年２月29日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計圧 縮

積立金
別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,077,998 270,000 543,528 813,528 74,328 200,000 △535,580 △261,251 △490,035 1,140,239

事 業 年 度 中 の 変 動 額

資本剰余金から利益剰
余 金 へ の 振 替

△270,000 8,748 △261,251 261,251 261,251 －

当 期 純 利 益 118,488 118,488 118,488

第三者割当増資による新株
の発行及び自己株式の処分

△37,449 △37,449 489,769 452,320

圧 縮 積 立 金 の 取 崩 △74,328 74,328 － －

別 途 積 立 金 の 取 崩 △200,000 200,000 － －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － △270,000 △28,701 △298,701 △74,328 △200,000 654,069 379,740 489,769 570,808

当 期 末 残 高 1,077,998 － 514,827 514,827 － － 118,488 118,488 △265 1,711,048

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計その他有価証

券評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 15,295 15,295 1,155,535

事 業 年 度 中 の 変 動 額

資本剰余金から利益剰
余 金 へ の 振 替

－

当 期 純 利 益 118,488

第三者割当増資による新株
の発行及び自己株式の処分

452,320

圧 縮 積 立 金 の 取 崩 －

別 途 積 立 金 の 取 崩 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

△48,568 △48,568 △48,568

事業年度中の変動額合計 △48,568 △48,568 522,240

当 期 末 残 高 △33,272 △33,272 1,677,776
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個　別　注　記　表
〔重要な会計方針に関する注記〕

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式…　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの………　期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの………　移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 ……… 売価還元法による原価法

ただし、加工センター及び飲食店の在庫商品について

は、最終仕入原価法を採用しております。

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……… 定額法

（リース資産を除く）

無形固定資産 ……… 定額法

（リース資産を除く）

リ ー ス 資 産 ……… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

４．引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 ……… 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

賞 与 引 当 金 ……… 従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事

業年度対応額を計上しております。

ポイント引当金 ……… 顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備え

るため、当事業年度末において将来使用されると見込ま

れる額を計上しております。

退職給付引当金 ……… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により翌

事業年度から費用処理することとしております。
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役員退職慰労引当金　… 役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく当事業年度の期末要支給額を計上しております。

５．その他計算書類作成のための重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類にお

けるこれらの方法と異なっております。

(2) 繰延資産の処理方法

社 債 発 行 費 … 社債の償還期間にわたり利息法により償却しておりま

す。

(3) 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理方法は税抜方式を採用しております。

(表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２

月16日）等を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分

に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

〔貸借対照表に関する注記〕

１．担保提供資産及び対応債務

担 保 提 供 資 産

建 物 1,818,190千円

機 械 装 置 85千円

土 地 5,071,508千円

投 資 有 価 証 券 143,315千円

出 資 金 1,500千円

計 7,034,599千円

担保資産に対応する債務

１年内返済長期借入金 1,213,260千円

長 期 借 入 金 3,875,720千円

買 掛 金 6,864千円

未 払 金 555千円

計 5,096,400千円

　上記のほか、商品券の発行に関連し「資金決済に関する法律」に基づき、現金60,000

千円、投資有価証券30,027千円を供託しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 14,594,765千円
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３．保 証 債 務

　西淡まちつくり㈱の中小企業高度化資金借入に係る当社元取締役の兵庫県への連

帯保証について再保証をしております。

当社　元代表取締役　　佐竹　文彰 204,160千円

（注）　当社元代表取締役佐竹文彰は2015年12月４日に逝去しましたが、当該保証

債務についての手続きは行われておりません。保証が発生した場合、当社

が再保証を行います。

４．関係会社に対する金銭債権、金銭債務

短期金銭債権 95,841千円

長期金銭債権 100千円

短期金銭債務 257,182千円

〔損益計算書に関する注記〕

関係会社との取引高

営業取引による取引高

そ の 他 営 業 収 入 88,440千円

仕 入 高 2,253,922千円

販売費及び一般管理費 351,538千円

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普 通 株 式 63株
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〔税効果会計に関する注記〕

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

賞 与 引 当 金 31,110千円

ポ イ ン ト 引 当 金 9,598千円

未 払 事 業 税 9,337千円

有 形 固 定 資 産 28,651千円

減 損 損 失 615,024千円

資 産 除 去 債 務 34,984千円

退 職 給 付 引 当 金 325,598千円

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 13,389千円

その他有価証券評価差額金 14,601千円

繰 越 欠 損 金 44,295千円

そ の 他 69,695千円

小　　　　　　計 1,196,287千円

評 価 性 引 当 額 △614,999千円

繰延税金資産合計 581,287千円

繰延税金負債

圧 縮 積 立 金 29,063千円

資産除去債務に係る除去費用 12,872千円

繰延税金負債合計 41,935千円

繰延税金資産の純額 539,351千円
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〔関連当事者との取引に関する注記〕

１．子会社等

種 類 会社等の名称
議決権の所有割合

（％）
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子 会 社 ㈱フレッシュデポ
所有

直接　100％
当社商品の製造
役員の兼任

商 品 仕 入 2,253,922 買 掛 金 193,776

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含

めて表示しております。

２．商品仕入の条件は、商品特性を勘案し決定しております。

２．役員及び個人主要株主等

種 類
会社等の名称
又 は 氏 名

議決権の所有割合
（％）

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

役 員 及 び
その近親者
が議決権の
過 半 数 を
所有してい
る 会 社 等

㈲ 佐 竹 興 産
（注３）

被所有
直接　5.39％

保険料の支払
役員の兼任

保険料の支払 19,173 前払費用 2,083

役 員 及 び
その近親者

佐 竹 文 彰
（注４）

－
当社
元代表取締役

保証債務の再保証 204,160 － －

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含

めて表示しております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

保険料の支払は、一般取引先と同様の条件で決定しております。

３．当社代表取締役佐竹克彦及びその近親者が100％を直接保有する会社でありま

す。

４．当社元代表取締役佐竹文彰は、2015年12月４日に逝去しましたが、当該保証債

務についての手続きは行われておりません。保証が発生した場合、当社が再保

証を行います。

〔１株当たり情報に関する注記〕

１．１株当たり純資産額 1,794円54銭

２．１株当たり当期純利益 149円４銭
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年４月17日

株式会社マルヨシセンター

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 岡 本 伸 吾 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 柴 田 直 子 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社マルヨシセンターの2019年３月１
日から2020年２月29日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社マルヨシセンター及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年４月17日

株式会社マルヨシセンター

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 岡 本 伸 吾 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 柴 田 直 子 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社マルヨシセンターの2019年
３月１日から2020年２月29日までの第60期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、2019年３月１日から2020年２月29日までの第60期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎
通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の
方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその
附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

2020年４月17日

株式会社マルヨシセンター　監査役会

常任監査役(常勤) 多 田 好 克 

社外監査役 五十嵐　正　昭 

社外監査役 川 東 祥 次 

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、業績動向および今後の経営環境を総合的に勘案して、継続

的な企業価値の向上を通じて安定した配当を継続することを基本方針

としております。この方針に基づき、当期の期末配当につきましては

以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　(1) 配当財産の種類

　　　金銭といたします。

　(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　　　当社普通株式１株につき30円といたしたいと存じます。

　　　なお、この場合の配当総額は28,048,080円となります。

　(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　　　2020年５月29日といたしたいと存じます。
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第２号議案　監査役１名選任の件

　監査役川東祥次氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります

ので、あらためて監査役１名の選任をお願いするものであります。な

お、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
 

（生 年 月
 

日）
略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
株 式 の 数

かわ

川
ひがし

東
しょう

祥
じ

次

(1949年10月29日生)

1981年４月　弁護士登録

1984年12月　川東法律事務所開設（現在）

2004年10月　中央労働委員会四国地方調整委員

2007年３月　当社顧問弁護士（現在）

2016年５月　当社社外監査役（現在）

2016年11月　香川県公安委員会委員長（現在）

0株

（社外監査役候補者とした理由）

　川東祥次氏は、現在、当社の社外監査役として中立的な立場から客観的な意見を述べ

ており弁護士としての豊富な経験と専門知識から主にコンプライアンスの観点で有益な

アドバイスをいただいております。今後も実効性の高い監査が期待できるものと判断

し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。

　なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありま

せんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判

断いたしております。

（注）１．監査役候補者と当社とは、顧問弁護士契約を締結しております。

２．川東祥次氏は、社外監査役候補者であります。

３．川東祥次氏は、現在、当社の社外監査役であります。その在任期間は、本総会

終結の時をもって４年であります。

４．当社は、川東祥次氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同契約に基

づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。なお、

同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

以　上

－ 39 －

監査役選任議案



株主総会会場ご案内図

●会　場　　　　　　香川県高松市国分寺町新名430番地

高松国分寺ホール

電話（087）875－0162

Ｎ

端岡

ＪＲ予讃線

33

国分寺支所前
交差点

国分寺
支所

高松国分寺ホール

11
国分寺
中学校

ＪＲ端岡駅

当社本部

至坂出市内

至
高
松
市
内

マルヨシセンター
国分寺店

●交通のご案内

※コミュニティバスご利用の場合 国分寺支所前バス停から徒歩２分

※電車ご利用の場合 ＪＲ予讃線「端岡駅」から徒歩15分

※お車ご利用の場合 国道11号線沿い国分寺支所前交差点を南へ約

50ｍ直進

駐車場：118台

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

地図


